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企業競争力強化促進補助金
競争力を強化したい

1問合せ 産業振興課（0944-41-2752）

その他詳細は右記二次元コードのホームページにてご確認ください。
https://www.city.omuta.lg.jp/kiji00320273/index.html
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大規模太陽光発電設備設置事業者の固定資産税の不均一課税
大規模太陽光発電を設置したい

大牟田市大規模太陽光発電設備設置促進条例により、大規模太陽光発電を設置される事業者へ
固定資産税（償却資産）の不均一課税（税額の軽減措置）を行います。

条例概要
＜対象設備＞最大出力50キロワット以上の新たに設置した大規模太陽光発電設備
＜対象事業者＞大規模太陽光発電設備を新たに設置した事業者（法人又は事業を営む個人）
＜不均一課税価格＞大規模太陽光発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格を

6分の５の額とする。
＜不均一課税期間＞大規模太陽光発電設備に対して固定資産税が課されることとなった年度から

3年分
＜申請方法＞様式や詳細は下記二次元コードのホームページにてご確認ください。

https://www.city.omuta.lg.jp/kiji0033669/index.html

問合せ 産業振興課（0944-41-2752）
2

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定
先端設備を導入したい

先端設備導入計画は、中小企業、小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るた
めの計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
（労働生産性が年平均３％以上向上することが見込まれることが要件となります。）

大牟田市では導入促進基本計画を策定し、国の同意を得ているため、市内の中小企業、小規模事
業者等が認定を受けることが可能です。

認定を受けるメリット
（1）固定資産税の特例（令和9年3月31日までに取得した設備）

・1.5％以上の賃上げ表明あり:3年間、課税標準を1/2に軽減
・3％以上の賃上げ表明あり :5年間、課税標準を1/4に軽減
※計画の認定と、固定資産税の特例の適用では、要件や必要な手続きが異なります。

（2）金融支援
認定事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

その他詳細は右記二次元コードのホームページにてご確認ください。
https://www.city.omuta.lg.jp/kiji00314375/index.html

問合せ 産業振興課（0944-41-2752）
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まちづくり基金事業費補助金
出店したい・店舗を改修したい

事業内容
○ハード・ソフト事業
商業・観光および地域振興、中心市街地活性化に寄与する事業
＜申請期間＞ 4月1日（火）～5月12日（月）
※審査会でのプレゼンテーション後、事業の認定を行います。
＜対象者＞ 商店街振興組合、特定非営利活動法人等の団体

○店舗改修事業
＜申請期間＞4月1日（火）～
＜補助対象業種＞

小売業・宿泊業、飲食サービス業・娯楽業・生活関連サービス業・教育、学習支援業・情報通信
業・不動産、物品賃貸業など

１.既存の店舗改修
＜対象者＞ 市内の店舗を営業している人
＜補助率＞ 工事費の10分の１以内（または10分の2以内）
＜補助上限額＞ 20万円（または40万円）
※指定区域の場合は補助率、上限額を引き上げます。

２.空家・空き店舗改修
＜対象者＞ 中心市街地の空家・空き店舗で営業を開始する人
＜補助率＞ 工事費の3分の1以内
＜補助上限額＞ 200万円（条件クリアで300万円）

３.多目的トイレの設置
＜対象者＞ 中心市街地の店舗に多目的トイレを設置する人
＜補助率＞ 工事費の2分の1以内
＜補助上限額＞ 100万円

４.新築店舗整備
＜対象者＞ 中心市街地で店舗を新築する人
＜補助率＞ 工事費の3分の1以内
＜補助上限額＞ 200万円

５.大規模リノベーション事業
＜対象者＞ 既存建物（200㎡超）の新たな活用を行う所有者または当該建物で事業を行う人
＜補助率＞ 工事費の10分の2以内
＜補助上限額＞ 1,000万円
＜申請方法＞ 詳細は下記の二次元コードのホームページからご確認ください。

ハード・ソフト事業
https://www.city.omuta.lg.jp/kiji003472/index.html
店舗改修事業
https://www.city.omuta.lg.jp/kiji0039245/index.html

問合せ 産業振興課（0944-41-2724）

中心市街地の活性化などにつながる自主的なまちづくり事業や店舗改修を行う場合、経費の一部
を補助します。

ハード・ソフト事業 店舗改修事業 3
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商品開発・販路開拓支援事業
新商品開発・販路開拓に取り組みたい

消費者から選ばれる付加価値のある商品開発や販路開拓を推進するため、令和6年度から「観光
土産」「手土産」をテーマにした「DISCOVER OMUTA おおむた土産の学校」をスタート。

専門家と一緒にセミナーやワークショップを通して、愛される商品開発に取り組みます。

事業内容
(1) 商品開発やデザインをサポート

事業説明会の参加者から伴走支援対象事業者を選定し、専門家の伴走支援のもと
商品をブラッシュアップします。

開発商品は、テスト販売やバイヤーとのマッチング等も実施します。

説明会等日程や詳細は、ホームページでご確認ください。
https://www.city.omuta.lg.jp/kiji00319075/index.html 

(2)伴走支援対象事業者への開発費等の補助
＜対象経費＞機械・装置導入費、開発費、広告宣伝費等
＜補 助 率＞補助対象経費の2/3以内
＜上 限 額＞50万円

問合せ 産業振興課（0944-41-2724）

「土産」をテーマに令和６年度に完成した商品



事業内容
＜補助事業＞ （1）家賃支援金

（2）雇用奨励金
（3）人材育成支援金

＜補助率＞ （1）①1月から36月:1/2、②37月から60月:1/4
（2）30万円/人
（3）1/2（イノベーション創出拠点施設での開催分は3/4）

＜補助上限額＞（1）①100万円/年、②50万円/年
（2）3,000万円
（3）20万円/人（事業開始後12月、1事業者につき100万円を限度）

その他詳細は右記二次元コードのホームページにてご確認ください。
https://www.city.omuta.lg.jp/kiji00315841/index.html

問合せ 産業振興課（0944-41-2752）
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ＩＴ関連企業等オフィス開設補助金
大牟田市内にIT関連のオフィスを開設したい

企業立地の優遇制度
大牟田市に進出したい

問合せ 産業振興課（0944-41-2752）

大牟田市では、工場等の新・増設に係る優遇制度を設けています。

市内においてＩＴ関連企業等が新たにオフィスを開設・運営する場合、経費の一部を補助します。

制度内容
詳細は
https://www.city.omuta.lg.jp/kiji003550/index.html

限度額助成内容要件の概要対象事業制度名

－
固定資産税（土地・家屋・機械及
び装置）の3ヶ年課税免除

・土地を除く投資額 2,000万円以上
・新規常用雇用者 ３人以上

製造業など固定資産税
課税免除

7,000
万円

・家屋の固定資産評価額×4％
・償却資産の固定資産評価額×2％

・土地を除く投資額 5,000万円以上
・新規常用雇用者5人以上（市外企

業は10人以上）

製造業など立地奨励金

3,000
万円

・新たに雇用され1年以上市内に
居住する新規常用雇用者×30
万円

・新規常用雇用者 10人以上
・用地取得後2年以内に着工または

事業所と用地を同時に取得

立地奨励金
の適用事業
者のうち、
1,000㎡以上
の用地取得
を伴うもの

雇用奨励金

5
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ＵＩＪターン若者就職奨励事業
雇用を促進したい

おおむた100若者未来応援事業
雇用を促進したい

事業内容
＜対象者＞次の５つの条件を全て満たす人
①下記のいずれかに該当すること

・市内の中小企業等に正規雇用で就職をした。
(公務員、独立行政法人等職員を除く。)
(非正規でも正規に準じた雇用形態であれば対象となる場合あり)

・市内で起業し、事業を行っている
・市内で新たに個人事業(農業・漁業など)に従事した（経営者・事業専従者）

②就職日時点の年齢が、満45歳未満である
③大牟田市外に住所を有した後、大牟田市に転入した
④転入日が、就職日の3か月前から6か月後までである
⑤賃貸住宅（社宅・寮等を除く）を借りて、家賃の支払いをしている
＜交付額＞ 1年につき12万円（最大3年間36万円）
＜申請方法＞詳細は右記二次元コードのホームページにてご確認ください。

https://www.city.omuta.lg.jp/kiji0038169/index.html

ＵＪＩターンで市内に転入した若者が、賃貸住宅に居住し、かつ中小企業等に就職した場合に奨励
金を交付します。

問合せ 産業振興課（0944-41-2724）

omuta

市内に居住している若者が、市内の中小企業等に就職した場合に、大学・高等学校在学中に貸与を
受けた奨学金の返還額の一部を補助します。

事業内容
＜対象者＞次の５つの条件を全て満たす人
①下記のいずれかに該当すること

・市内の中小企業等に正規雇用で就職をした。
(公務員、独立行政法人等職員を除く。)
(非正規でも正規に準じた雇用形態であれば対象となる場合あり)

・市内で起業し、事業を行っている
・市内で新たに個人事業(農業・漁業など)に従事した（経営者・事業専従者）

②就職日時点の年齢が、満45歳未満である
③大牟田市に住所を有する
④大学・高校等在学中に奨学金の貸与を受けた
⑤貸与を受けた奨学金の返還を滞納なく行っている
＜交付額＞ 1年につき上限10万円（最大3年間30万円）
＜申請方法＞詳細は右記二次元コードのホームページにてご確認ください。

https://www.city.omuta.lg.jp/kiji00311201/index.html

問合せ 産業振興課（0944-41-2724）

6
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企業紹介冊子『おおむたの企業129＋∞』
大牟田市内企業の魅力を発信!

起業家支援事業費補助金
起業・創業支援を受けたい

大牟田の企業情報はここから!
企業紹介冊子『おおむたの企業129＋∞』は、大牟田市内129社の企業情報や働き暮らす場所としての
大牟田の魅力が詰まった冊子です。各企業の仕事内容やアピールポイント、代表者からのメッセージな
どの情報のほか、新規創業された方、農業・漁業の仕事についている方のインタビューも掲載していま
す。

問合せ 産業振興課（0944-41-2724）

詳細は下記二次元コード
のホームページにてご確
認ください。

創業にかかる費用の一部を補助します。
「創業費補助」と「家賃補助」の２つの補助があり、要件を満たす場合はどちらも利用できます。

事業内容
＜対象者＞以下の要件をすべて満たす方が対象となります。※ほかに諸条件があります

・創業前の者
・市内在住（市外在住の場合は、創業の日までに市内へ転入する者）
・市内に事業所を構えて事業を行う者
・創業塾等（特定創業支援等事業）を修了している者
・家賃補助を受ける場合、創業地域の商店街振興組合に加入し、

商店街活動に積極的に参加する者
＜補助対象経費＞

【創業費補助】創業に必要な事業拠点費、広告宣伝費等
【家賃補助】創業で必要な店舗の家賃

＜補助率＞補助対象経費の1/2以内
＜補助上限額＞創業費補助 50万円、家賃補助 1か月あたり5万円（最⾧12か月）
＜申請期間＞4月1日（火）～
＜申請方法＞必要書類や詳細は 。

https://www.city.omuta.lg.jp/kiji003211/index.html
問合せ 産業振興課（0944-41-2724）

7

https://www.city.omuta.lg.jp/kiji00316408/index.html
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創業関連セミナー
起業・創業支援を受けたい

専門家による定例相談
起業・創業支援を受けたい

おおむた創業塾（特定創業支援等事業）
創業を目指す方や創業して間もない方のための、創業に必要なノウハウを学ぶ講座です。ビジ

ネスモデルの作り方や資金調達方法、販売促進の手法など、事業経営における基礎知識や事業計
画の立て方を学ぶことができます。

また、おおむた創業塾を修了し、市内で創業する場合には、以下のようなメリットを受けるこ
とができます。※ほかに諸条件があります

⑴大牟田市補助金（起業家支援事業費補助金（P7）、まちづくり基金事業費補助金（P3））
の申請要件

⑵創業関連保証を事業開始６か月前から利用可能
⑶日本政策金融公庫の新規開業資金の貸付利率の引き下げ対象
⑷法人設立時の登録免許税が半額減免

〈開催時期〉年２回（春・秋） 〈開催場所〉大牟田商工会館ほか

女性のための創業セミナー
女性で創業に興味を持っている方、創業して間もない方を対象に、子育て・介護との両立のコ

ツや扶養控除・確定申告などの様々なお悩み解消に役立つセミナーです。
〈開催時期〉年１回（秋）

よろず支援拠点によるセミナー・経営相談
よろず支援拠点は、国が全国に設置する事業者のための無料経営相談所です。
大牟田商工会議所では、様々な分野の経験・ノウハウをもつ福岡県よろず支援拠点のコーディ

ネーターを招き、創業予定者から老舗までどなたでも受けられるセミナー開催や相談窓口を開設
しています。
〈開催時期〉毎月第４火曜日 〈開催場所〉大牟田商工会館

※事前予約制です。日程は変更になる場合があります。

創業関連セミナーの申込み・問い合わせ 大牟田商工会議所 経営支援課（0944-55-1111）

「創業したいけど、何から始めていいのかわからない」「資金調達や集客方法が知りたい」などの
お悩みを抱える創業予定者や創業して間もない方へ、創業の専門家である中小企業診断士が、悩み
や不安を聞きながら課題を明確化し、実現に向けたサポートを行います。

＜開催日時＞毎月第３月曜日 13:00～17:00
※事前予約制です。日程は変更になる場合があります。

＜開催場所＞大牟田商工会館 相談室

日程等詳細は 。
https://www.city.omuta.lg.jp/kiji00315354/index.html

申込み・問い合わせ 大牟田商工会議所 経営支援課（0944-55-1111） 8

https://www.city.omuta.lg.jp/kiji003213/index.html



保証料補給後の信用保証料資金名
年0.0％～1.2％地域対策融資資金
※セーフティネット保証認定分は年0.0％（ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ認定を受けたもの）
年0.0％（ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ創出促進保証利用 年0.2％）新規創業融資資金

11

中小企業融資資金制度
金融支援を受けたい

信用保証料補給制度
金融支援を受けたい

借入時に信用保証協会へ支払う必要がある保証料について、地域対策融資資金及び新規創業融資資
金について、市が信用保証料を補給し、借入時の事業者の負担軽減を行う制度です。

大牟田市では、金融機関や福岡県信用保証協会と連携し、市内で事業を営む中小企業の経営基盤
の安定と円滑な資金繰りを支援するため、経営に必要な資金の融資を行っています。

各融資資金の詳細は 。
https://www.city.omuta.lg.jp/kiji003217/index.html

返済期間限度額金利資金名
7年以内2,000万円1.5％運転資金一般融資資金 10年以内設備資金
7年以内2,000万円1.3％運転資金（特別小口扱い） 10年以内設備資金
7年以内1,250万円1.3％運転資金小規模企業者融資資金 10年以内設備資金
7年以内1,000万円1.4％運転資金地域対策融資資金 10年以内2,000万円設備資金
7年以内1,000万円1.2％運転資金（ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ認定

を受けたもの） 10年以内2,000万円設備資金
7年以内1,000万円1.3％運転資金新規創業融資資金 10年以内設備資金
7年以内4,000万円

1.6％
事業資金

組合等強化資金 10年以内7,000万円組合の施設整備
1,000万円組合員の施設整備

セーフティネット保証制度について
セーフティネット保証は、取引先の倒産や事業活動の制限、全国的に業況が悪化している国の

指定業種など、経営の安定に支障が生じている中小企業者向けの制度です。
この保証制度の利用には、市の窓口で認定を受ける必要があります。
認定要件、様式等の詳細は 。
https://www.city.omuta.lg.jp/kiji00314032/index.html
問合せ 産業振興課（0944-41-2724）
受付時間 平日 9:00～16:30（12:00～13:00を除く）
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大牟田市ビジネスサポートセンター（OBSC）
経営で抱える課題を相談したい

経営改善、生産性向上、事業承継、販路開拓、新規創業、ＩＴ・ＤＸなど、経営で抱える
お悩みがありましたら、気軽にご相談ください!

大牟田市ビジネスサポートセンター(OBSC)とは
大牟田市内の事業者の皆様が抱える様々な課題に対し、各種支援機関と連携を図りながら伴走支

援を行います。

＜対象者＞
大牟田市内の事業者または個人

＜ご相談予約＞
1回の相談は60分程度。相談料は無料。
相談予約フォーム:https://logoform.jp/f/AihlG

＜ご相談の流れ＞
①相談予約フォームもしくは電話での予約
②常駐スタッフによる相談対応
③課題解決までの継続した相談・支援

＜支援体制＞
・産業支援コーディネーター
・産学連携コーディネーター
・各アドバイザー（DX、金融支援、経営支援）
・大牟田市職員

＜場所＞
有明町1丁目1-22（大牟田市イノベーション創出拠点aurea内）

問合せ 大牟田市ビジネスサポートセンター（0944-85-7771）

その他 。
https://www.city.omuta.lg.jp/kiji00318974/index.html

aurea
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